
空き家の利活用で実現させる自分らしい暮らし

利活用の選択肢
❶自分で使う・住み継ぐ
❷売却（購入）する
❸賃貸（賃借）する

住まいのReカツ
生かせば家族の大切な資産ですが、放置すれば倒壊の危険や衛生面での問題も生じてしまう空き家。
本市には、市内の住宅数の約12%におよぶ約４万3,500戸（※１）の空き家があり、20年前の1.4倍にもなっています。
ぜひこの機会に、住まいの将来について考えてみませんか？ ※１ 総務省の平成30年住宅・土地統計調査より
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新型コロナワクチン接種　ほか
健康増進普及月間　ほか
こころの悩み相談　ほか
お知らせ掲示板
イベント
施設の催し・公民館講座情報
区のページ（中央・東・西・南・北）
動植物園だより・熊本城かわら版　ほか

この紙面の内容は、8月8日現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページまたは担当課へお問い合わせください。（8月号以前に掲載分も含む）

市の人口 　 総　数   737,680（+257）　 世帯数   333,320（+449） 　 男　性   348,428（+161） 　 女　性   389,252（+96）

熊本市　☎096-328-2111（代表）  〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 令和4年（2022年）7月1日現在（　）内は前月比
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市政だよりを
スマホでも！

を、年4回一緒にお届けします。
（3月・6月・9月・12月）


